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新年のご挨拶

全国間税会総連合会会長犬谷信義

平成28年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申

し上げます。

会員の皆様には、旧年中、当連合会の運営につきま

して、格別のご尽力を賜り、ありがとうございました。

また、国税ご当局の皆様には、当連合会に対しまして、

深いご理解と多大なご支援を賜り、誠にありがとうござ

いました。厚く御礼申し上げます。

さて、昨年の国内外の'情勢等を見ますと、パリ同時

多発テロなどの発生により、世界的に治安の不安定化が

顕在化するとともに、我が国では、多くの台風が上陸し、

特に台風１８号では、関東地方と東北地方に記録的な大雨

をもたらし、多くの方々が被害等を受けられました。被

害等に遭われた方々にお見舞いを申し上げますととも

に、一日も早い復興・復旧をお祈り申し上げます。

また、安倍内閣では、１０月７日に内閣改造を行い、

2020年に向けた経済成長の推進力となる新たな「３本の

矢」を目標に掲げ、「一億総活躍社会」の実現に向けた

新体制を発足させました。

安倍内閣が新たに打ち出した「新３本の矢」とは、①

希望を生み出す強い経済として｢ＧＤＰ600兆円の達成｣、

②夢をつむぐ子育て支援として｢希望出生率1.8の実現｣、

③安心につながる社会保障として｢介護離職ゼロの達成」

であります。その実現に向けて取りまとめられた「緊急

対策」等を確実に実施していただき、経済成長の原動力

となりますよう強く期待しております。

また、昨年、大筋合意した環太平洋経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）により、影響が出かねない農業分野などへの支援

策等につきましても具･体化を図り、競争力強化のための

体質改善が図られますよう願っております。

さて、間税会に関わりの深い消斐税につきましては、

平成26年４月から税率が５％から８％に引き上げられ、

平成29年４月からは、更に10%へ引き上げられることが

予定されており、財政面における消費税の重要性は、

フ

益々、高まってきております。

このような消炎税の重要性の高まりに伴い、消費税

の会である間税会の役割も、益々、高まってくることを

踏まえ、全間連では平成26年４月以降における殿重点施

策を３点決定しました。

一点目が｢消費税完納運動の更なる推進」であり、二点

目が｢消費税の啓発活動等の拡充」であり、三点目がこれ

らの会活動を積極的に展開すること等により「会員増強に

よる組織拡大等」を図ろうというものでありますも

そして、平成27年度は２年目となる重要な時期に入っ

ておりますので、目標に向かってより積極的な会活動を

展開していただきますようお願い申し上げます。

また、従来から間税会のシンボル的な活動となって

おります「世界の消黄税」図柄刷込みクリアファイルの

配布活動につきましても作成枚数の増刷を図るととも

に、「税の標語」の募集活動、更にはe-Taxの利用促進や、

マイナンバー制度の適正利用と周知活動にもご尽力を賜

りますようお願いいたします。

最後に、政府・与党が導入を決定した軽減税率につ

いては、その対象品目の選定に合理的な基準を見出すこ

とが困難である上、裕福な人ほど受ける恩恵が大きく、

事業者の事務負担も増加させ、かつ、税収の目減り分も

多くなるなど、数多くの問題があることから、従来から

単一税率の維持を強く要望してきたところであり、今後

の国会審議などの動向等を注視して参りたいと考えてお

ります。

終わりに、会員の皆様のご健勝と事業のご繁栄、各

局間連及び傘下間税会並びに業種団体の益々のご発展を

祈念しております。

また、国税ご当局の皆様のご健勝、ご活躍をお祈り

いたしますとともに、当連合会及び傘下団体の運営につ

きまして、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い

申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
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平成28年の年頭に当たり、謹んで新年の御挨拶を申し

上げます。間税会の会員の皆様には、平素から税務行政

全般にわたり深い御理解と多大な御協力を賜っており、

厚くお礼申し上げます。

国税庁の使命は「納税者の自発的な納税義務の履行を

適正かつ円滑に実現する」ことです。このため、国税庁

におきましては、今年も引き続き、納税者サービスの充

実に向けた施策の実施に努めるとともに、適正な申告を

行った納税者に不公平感を与えないよう、悪質な納税者

には厳正な姿勢で臨むなど適正・公平な課税・徴収の実

現に努めてまいります。

年も改まり、平成27年分の所得税、復興特別所得税及

び消費税の確定申告の時期を迎えます。国税庁では、引

き続き、e-TaxなどICTを利用した自宅等からの申告の拡

大のための諸施策を推進しています。国税庁ホームペー

ジの「確定申告警等作成コーナー」では､画面案内に従っ

て入力することで、計算誤りのない申告書を簡単に作成

できるようにしております。また､本年の確定申告から、

給与所得者又は公的年金所得者の方が、より分かりやす

く入力できるように専用の作成画面を新設しました。初

めての方でも操作がしやすい画面としておりますので、

是非とも御利用いただき、早めの申告と納税をお願いし

たいと思います。

次に、本年の特に留意すべき課題を申し上げます。

第一に、納税者利便の向上と行政効率化のための取組

がございます。

まず、社会保障・税番号制度について、国税庁は、個

人番号及び法人番号の利活用機関であると同時に、法人

番号の付番機関となっていることから、昨年秋に法人番

号の指定・通知・公表を行いました。個人番号及び法人

番号の利用が開始される本年以降は、順次、申告I¥や法

定調書などの税務関係盤類に番号を記救していただくこ

とになります。国税庁では、制度の円滑な導入・定着に

向けて、引き続き、周知・広報に積極的に取り組むとと

もに、番号を効果的に利活用してまいります。また、法

令等を遵守し、納税者の皆様の個人番号の適正な取扱い

を徹底してまいります。

次に、c-Taxについては、更なる利便性の向上を図る

ため、本年４月から法人向けに次の二つの施策を実施し
ます。一つ目は、法令の改正により、確定申告時に添

付していただく書類のうちこれまでe-Taxで送信できな

かったものについて､スキャナ等でイメージ化（画像化）

したデータをe-Taxで送信できるようにします。二つ目

に、e-Taxに対応していない形式で作成された法人税申

告の財務諸表等のデータについて受付可能なデータに変
換するプログラムを、市販会計ソフト開発業者に提供い
たします。詳細については、e-Taxホームページをご覧

『．

国税庁長官中原広

新年の御挨拶を申し上げます

ください。国税庁では、添付書類のイメージデータによ

る提出を個人向けにも拡大する等、c-Taxの一層の普及

及び定着に向けた取組を今後更に推進してまいりますの

で、御理解と御協力をお願いします。

第二に、適正・公平な課税・徴収の実現について申し

上げます。

まず、税務調査については、悪質な事案には厳正な対

応を行うほか、社会・経済状況の変化に応じ、富裕層や

国際的な事案にも積極的に取り組んでまいります。中で

も、富裕同への対応については、情報収集・分析機能を

強化する観点から、平成26年７月より、東京、大阪、名

古屋の各国税局にプロジェクトチームを設置していま

す。このプロジェクトチームでの取組を踏まえて、全国

的な実施体制の整備を図っていくこととしています。

また、棚続税については、平成27年１月１日以後に相

続又は遺贈により取得する財産に係るものを対象に、基

礎控除額の引下げなどの改正が行われました。本改正に

係る申告期限の到来に伴い、これまで以上に多くの問合

せや御相談をいただいております。引き続き、改正相続

税法の周知・広報に取り組むとともに、納税者からの相

談に対して丁寧かつ適切に対･応してまいります。

徴収については、滞納の未然防止が重要であり、賦課・

徴収両部門間で連携を図りながら、期限内納付について

の周知・広報や、納期限前後の納付指導等に一層取り組

んでまいります。また、滞納整理に当たっては、大口・

悪質事案などに重点的に取り組むとともに、滞納者個々

の実情に即しつつ、法令等に基づき適切な対応をしてま

いります。

第三に、納税者の権利救済に関しましては、国税通則

法における国税不服申立制度への対応があります。行政

不服審査法の抜本的な改正に伴い、不服申立前置の見直

しや不服申立期間の延長等を内容とする改正が行われ、

本年４月から施行されます。阿税庁においては、改正法

施行までに、法令解釈通達の改正など、必要な準備を進

め、国税不服申立制度の適正かつ円滑な実施に向けて取

り組んでまいります。

第四に、酒税及び酒類行政については、引き続き、酒

類を取り巻く環境の変化に対応しながら、酒類の安全性

の確保、酒類の公正な取引環境の整備、未成年者飲酒防

止などの社会的要請に、的確に対応してまいります。

また、「酒類業の健全な発達」を担う官庁として、酒

類業の振興にしっかり取り組んでまいります。

以上、年頭に当たり、国税庁の任務を遂行する上での

課題について考えを申し述べました。引き続き、皆様の

御理解と御協力をお願い申し上げます。

結びに、皆様と御家族のご多幸を祈念いたしまして、
年頭の御挨拶とさせていただきます。

戸
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卓硬哨

騨市において開健市において開

提案説明者渡遥総務委員長

第５号議案

規約改正の件

提案説明者白子会務運営委員長

第６号議案

役員改選の件

提案説明者白子会務運営委員長

全間連第４２回通常総会は､昨年９月18日(金)午後２時

40分から東海間連(安藤重良会長)担当により､三重県桑

名市ホテル花水木において､会員596名出席の下に開催さ
れました。

総会は､加藤憲一常務理事(東京)の司会で､中川原副会

長(福岡)の開会宣言､安藤副会長(東海)の開会の辞で始

まり､大谷会長の挨拶の後､議長団に関亦(関東信越)､中

島(北陸)､青木(南九州)各副会長を選出し､議事録署名人

に河村常‘任理事(東京)､小暮常任理事(関東信越)を選出
して議事に入りました。

が提案され､審議の結果､いずれも満場一致で原案どおり

承認されました。

妓後に､中原広国税庁長官をはじめ来賓挨拶をいただ
き､鮪礎副会長(広島)の閉会の辞で総会は終了しました。第１号議案

平成26年度事業報告の承認を求める件

提案説明者白子会務運営委員長
第２号議案

平成26年度決算報告の承認を求める件

提案説明者渡遷総務委員長

第３号議案

平成27年度事業計画(案)の承認を求める件
提案説明者白子会務運営委員長

第４号議案

平成27年度収支予算(案)の承認を求める件
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業種(賢宝卸）

〃（全免協）
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束 万《

関東信越

東京

屋良学

岩崎敏久

藤灘徳子

清水洋子

土岡正和

別京子
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西村和義

丸山朝

亀山実

阿部英行

長岡正明

五十嵐良夫

荻山猛彦

鈴木蝦久

江川治美

下平明美

本島直幸

牧稔房

窪川伸一

木村繁弘

富山政順

役職

常任理事

〃

所屈

北陸

広島

四国 河井久治

氏名

北卿

久（

浅野益弘

村谷太洋

佐伯要

佃充生

:溝太郎

弘雌

〃

福 岡

北村裕

深町宏子

孝行

〃 沼倉松吉

関ル〔信越

〃

大 阪

北海道

仙台

東海

北陸

吉川章隆

吉村義窓

名古谷誠

山 興 紀

昼間孝一

田辺礎

松平緑

愈石和明

末瀧正大

戸漂亨

奈須川弘志

鈴木吉徳

来海伸博

消水順二

竹腰兼寿

海野誠治郎

小林紀児

新井敏二郎

伊藤賢二

竹林克夫

上原重樹

大撒瀧彦

森桁

役職

常務理事

常任理事
〃

所属

広報 副委員長

税

税＃

東 万《

ｉｉｌｌ委員長

ill副委貝長

氏名

山田信善

鈴木泰生

大沢守

西村祐一

大塚繁夫

根本弘三

金子昌卯
〃 栗原正雄

〃

財務副委員長

会務運営委員長

会務運営副委員長

広報委員長

鈴 木 久 夫

白子英男

小藤進勇

加 藤 懸 一

役職
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今
云

副会長

〃

〃

所属

全間連

東 ＪＪ《

関東信越

大阪

北海道

仙 台

東海

北陸

広脇

氏名

大 谷 信 義

片 岡 瞳 公

関 亦 数 斗

高楠

高椛

佐 藤 剛 一

安 藤 聴 良

中島 秀 雄

陶贋勲

孝一

則行

専務理事

常務理事

会長特命担当

(総務･広報担当）

会長特命担当

(財務担当）

会長特命担当

(会務運営担当）

会長特命担当

(会長連絡担当）

総務委員長

総務副委員長

四１．KＩ

福岡

南九州

沖縄

業樋

会長特命担当

(税制楓当）

柳也 主 男

小 島 達 徳

開 口 雅 章

佐々己代治

黄瀬稔

白川よし子

吉 田 一 宗

河 村 守 康

山井 照 光

石川豊

中野 文 治

青木 祐 心

名 幸 諒 子

財．務委員長 沼生智
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平成２7年微熱受章者及び
平成27年度納税功労表彰受彰者名簿

小菅崇行様
安中茂夫様
白 石 巧 一 様
石橋一男様
梶義子様
上原重樹様
渡辺昭夫様
安藤輝義様
青木靖様
山田盟様
松柴尚治様
横山昭仁様
小笠原隆様
鶴洲泰子様
河合昭徳様
壷井孝一様
小山ミヨ様
藤田かず代様
久世照子様
山本弘様
石 川浩様
堀 伸市様
森 幹男様
山I-l言Ｉ岳子様
根石義一様

岡寺信政様
土屋卓夫様
寺尾省三様
日 向 群 剛 様
笠井和幸様
川畑幸則様
山下幸子様

平成27年春叙勲
旭11小綬章佐藤団一様

旭日双光章山
安

本康昭
部誠

様
様

旭日単光章石川豊様 (関東信越）

平成27年秋叙勲
旭日小綬章前川公明様

旭日双光章金子昌男様
岡林秀雄様
深町宏子様

( 札 幌 ）

( 仙 台 ）

(名古屋）
財務大臣表彰

中瀧洋 様
大西晴之様
篠崎利治様
安達賞様
北野憲太郎様
井上修志様
原武人様

F，

金
広
く
く

沢）

国税局長表彰
(東京） 吉田誠之助様

森永 克様
川野健二様

〒５０１－６００３

●三興産商株式会社

国税庁長官表彰
‘佐々博己様
藤羅徳子様
武井昭宜様
前島了様
染谷幸一様

木焚一彦様
最上恒夫様
久保田博明様
酒井正人様
村谷太洋様
山本静司様
青木祐心様

本）(熊

岐阜県羽島郡岐南町平島９－５９

ガスのチカラを通じて、皆様とともに

明日を創るＳＡＮＫ○ＨＧＲ○ＵＰです。

F・

TEL〈058〉245-8047ＦＡＸ〈058〉245-8088

ｰ

F１

●共同高圧ｶｽｴ業株式会社
厚生労働大臣許可医薬品製造事業所

〒５０１－６００３

岐阜県羽島郡岐南町平島９－２７

TEL〈058〉240-7711ＦＡＸ〈058〉240-8711

医 療用ガスから工業用ガスまで

ガスのことならお任せください

商品｡イベントを魅力的に。

ディスプレイ什器の国内メーカー

⑳丸桝産業株式会社
代炎取締役竹腰大介

〒522-ＯＯ６８滋賀県彦根市城町2-4-71

TELO749-22-6483(代表）FAX.Ｏ749-26-2888

http://www・marumas､cojp／
取扱商品:店舗用品、店舗什器、案内看板、展示会用ディスプレイ用品
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・令組織増強功労者表彰令ゅ
組織増強功労者の表彰基準は、毎年４月１日現在で、

①過去１年間に50名以上の会員増（純増）を実現した間
税会及び、②過去１年間に30％以上の会員増（30名以上
の純増を実現した間税会に限る）を実現した間税会とさ
れています。

この基準に該当し表彰された間税会は､次のとおりです。

(東京）

日本 橋間 税会殿大月間脱会殿

芝間税会 殿 （関東信越）

麻布間税会殿大宮間税会殿

中野間税会殿西川ロ間税会殿

練馬 東 間 税 会殿本庄間税会殿

荒川間税会殿竜ヶ崎間税会殿

足立間税会殿土浦間脱会殿

日野間税会殿長野間税会殿

立川間税会殿（広島）

武蔵 野 間 税 会殿児島間税会殿

横浜中間税会殿（四国）

神奈川間税会殿新居浜間税会殿

川崎北間税会殿（福岡）

市川間税会殿若松問税会殿

船橋間税会殿壱岐間税会殿

佐原間税会殿

ｌ
罪
蟹
１
．
１
酢
１
１
峠
‐
腿

■

■■

i_蕊驚
戸⑤

Ｆ皇屯

■

副会長西亮（長崎）
副会長江上嘉実（筑紫）
副会長桑原泰蔵（武雄）
副会長河野武司（博多）

ｒ税の標語_Ｉ
募集推進功労者表彰

第26回消費税IlI央セミナーは、昨年11月25日（水）

東京・千代田区弘済会館において、公共法人・公益

法人の実務担当者約80名を対象に、国税庁消費税室

末安消費税第一係長を講師に迎え、公共法人等の実務
研修が実施されました。

平成23年度の募集から新規に創設した制度であり、そ

の表彰基準は、①募集数の多い間税会上位５会と、②募

集数を大幅に伸ばした間税会上位５会とされています。

なお、①の表彰と②の表彰はダブらないこととし、ま

た①の表彰は１回限りです。

<募集数の多い間税会＞〈増加数の多い間税会＞
(東京）（ 東 京 ）

小石 川間 税会殿北沢間税会殿

町 田間税会殿東 村 山 間 税 会 殿

保土ケ谷間税会殿藤沢間税会殿
緑間税会殿（関東職信越）

(東 海）大宮間税会殿
浜松西間税会殿（束海）

岐阜北間税会殿
一一

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

鐘蕊

６

副会長林孝行（福岡）

副会長深町宏子（小倉）
剛会長倉田正平（久留米）
副会長本島直幸（佐賀）

曇

夢壱一

鑑
平成28年元旦福岡国税局間税会連合会会長中野文治

（
Ｊ
Ｒ
博
多
シ
テ
ィ
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）

消費税中央セーナー開催

第37回帝年部通常総会及び第３－１回女性部通常総会

は、昨年９月１８日（金）三重県桑名市ホテル花水木に

おいて、午後１時30分から青年部・午後１時55分から

女性部と開催され、提出議案は全て承認されました。



〔p，

ｰ

青年部長の就任挨拶

全国間税会総連合会

青年部長士岡正和

この度、全国間税会総連合会青年部長に就任させてい

ただきました、広島国税局間税会連合会青年部長・呉間

税会所属の土岡正和です｡このような大役を仰せつかり、

大きな不安はありますが､与えられた機会を光栄に思い、

皆様のお力添えを賜りながら、私のできることを精一杯

頑張ってまいりたいと思っております。微力な私ではあ

りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

全国の単位会では青年部が様々な活動を行っておりま

すが、全間連青年部としては、これらの活動の情報交換

をしたり、全間連の方針などをお伝えする等、個々の活

動の参考にして頂いたり、間税会活動に活かしていただ

くための情報を提供するなどの情報センターの役割を

担ってまいります。最新の情報を全国の青年部に発信し

共有してまいりたいと思います。

青年部は、女性部とともに、間税会活動の実働部隊と

して､大変重要な役割を担っております。ご存知の通り、

平成29年度４月に執行される消費税率の引上げに伴う、

低所得者対策としての軽減税率の導入や給付付き税額控

除方式の検討など、国の基幹税としての消黄税のあり方

については、政治の世界では日々揺れ動き、大激論され

ています。昨今、新聞・テレビに取り上げられない日は

ないくらいです。このような時期こそ、間税会活動は重

要となり、青年部の役割もより大きなものとなってまい

ります。皆様と一緒に、この大切な時期をしっかり活動

してまいりたいと思います。共に力を合わせ頑張ってま

いりましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。

また、本年の９月20日(火)には、全国間税会総連合会

の第43回通常総会が広島国税局管内の岡山市で開催さ

れ､全間連青年部の第38回通常総会も同時開催されます。

全国の皆様を広島局間連あげて歓迎いたしたく、準備を

進めております。どうぞ多くの方で｢晴れの国おかやま」

へお越しいただきますようお願い申し上げます。

若誰・非才の私ですが、今後の皆様のご指導ご鞭健の

程をよろしくお願い申し上げ、全間連青年部長就任の挨

拶とさせていただきます。

－Ｊ/Ｆ－ﾉﾉﾉｰＪﾉﾉｰﾉﾉｒ－－ﾉﾉﾉ－Ｊ/ｒ－ＪﾉﾉｰﾉﾉﾉｰﾉﾉﾉｰＪﾉｒ－ＪﾉﾉｰｰJﾉﾉｰﾉﾉ｢～〃ｒ－Ｊ/ｒ～Ｊﾉｒ－ﾉﾉﾉｰＪﾉﾉｰﾉﾉｒ－ﾉﾉ/－－ﾉﾉr-J/ｒ－ＪﾉﾉｰＪﾉﾉｰﾉﾉｒ－ﾉﾉﾉｰﾉ〃－Ｊﾉノ

女‘性部長の就任挨拶
この大会の成功に向け、現在総力をあげ準備していると

ころです。

さて、現在、2017年４月の消費税10％増税時に、低所

得者対策として、軽減税率の導入に様々な意見に拍車が

かかっていますが、このような状況の中で、間税会の役

割はますます重要となってまいります。そして、間税会
全国間税会総連合会

女性部長前京子の活動を活性化して行くためにも基盤となる会員増強を
引き続き進めて行く必要があります。

このたび、全国間税会総連合会第４２回通常総会におい 女性部の会員拡大に引き続き取り組んで行きたいと思

て、女性部の部長に就圧させて頂くこととなりました、います。

広島国税局間税会連合会女性部長の前京子と申します。最後になりましたが、全間連女性部の役員ならびに関
全国の女性部の皆様と活動「来るべき政策の決定」に係各位の皆様方、微力ではありますが女性部長としてこ

向け、女性部の力を結集して参りたく存じます。の一年職責を果たして参りたいと思いますので今後とも
平成20年７月に､前常川女性部長より女性部長を拝命し､以ご指導、ご鞭漣賜りますようお願い申し上げます。

来､微力ではありますが､会の活性化に取組んで参りました。平成28年９月20日､皆様のお越しをお待ちしております。
本年は、全問連通常総会が岡山県で開催されますが、 会員一同「おもてなし」を一生懸命させて頂きます。

～〃ﾉーﾉﾉr-Jﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉｒ－ＪﾉﾉーＪﾉﾉーﾉﾉﾉー ﾉーﾉｒ－Ｊﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉー〃ﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉー ﾉーﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉ篇～ﾉﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉーﾉﾉﾉーＪﾉｒ－ﾉﾉﾉ

「 工？=J一税務署の閉庁日における確定申告の棚談等の実施
税務署の閉庁日（土．日曜・祝日等）は、税務署で告相談及び確定申告書の収受が行われます｡)、広域セｉ

は相談及び申告書の受付は行っておりません。ンター(対象署並びに対象署以外の署の納税者の申告｜
ただし、一部の税務署では、２月21日と２月28日に相談及び確定申告書の仮収受が行われます｡）を洲｜

|限り、日曜日でも確定申告書の相談及び申告‘¥の受付して行うところがありますので､詳しくは所轄の税務｜
| を行 います。署に確認してください。
｜税務署によっては､合同会場(対象署の納税者の申
しーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一Ｊ

７
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「税の標語」の募集は、平成５年度から実施していますが、第２３

回目となる平成27年度も、一般財団法人大蔵財務協会の後援の下に

昨年９月10日を募集期限として、間税会会員、その家族や知人など

のほか、小・中学校及び高等学校を通じてその生徒、さらには、イ

ンターネットにより広く一般の方を対象にして募集した結果、前年

度（273,535点）より41,680点増の315,215点にのぼる多数の応募が

ありました。

この応募作品について、広報委員を中心とした選考委員会におけ

る厳正な審査を経て、最優秀作品１点、優秀作品４点ザ佳作10点、

合計15点の優秀作品が決まりました。

「税の標語」の発表会と表彰式は、「税を考える週間」中の昨年１１

月13日（金）に、東京・築地松竹株式会社（大谷会長の会社）に

おいて行われ､最優秀作品の五十嵐成穂様（町田市立南大谷中学校）

に、大谷会長から表彰状と記念品が贈られました。

この日には、東京局間連の表彰式もあわせて行われました。

「税の標語」の優秀作品は、全間連のホームページにも掲載され

ています。

』

「
な
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ほ
ど
縄
！
」
知
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納
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会
間
連
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優
秀
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町
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市
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茶
盆
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我
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グ
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税金は「負担」ではなく「支え合い」安心と長寿を支える消斐税
紳岡大学教育学部附属浜松中学校峯松礼佳富IIl市立芝剛中学校宮崎美岬

納めよう一人ひとりの税金で豊かなくらしみんなの笑顔税金の役割知って正しく納税
長 門市立深川小学校中岡弘夢荒川区立南千住第二中学校星乃園

豊かな老後の原点はみんなで納める消費税税のこと一番こわい無関心

島根県浜田市飯島秀樹神戸学院大学附属商等学校泉川端葉

子育てと老後を支える消斐税納税の第一歩しっかり守る納期限
長生 村 立 一 松 小 学校河野悠寿東京都北区富

価l民で未来を支える消避税納めて花咲く蝦かな日本

足立区立東綾瀬中学校川中千尋

消費税今日の納税未来のために

広島県広島市伊藤幸

平成町年度『税の標語』優秀作{職聴愚

｢なるほどね！」知って納得税のこと
町lIlIli立南大谷中学校五十嵐成穂

｡○０，．，．◎。｡｡。０，，＠０。｡｡。｡◎｡ｏｏＯ◎⑪、。Ｏ、｡。ｏＯｏｏ｡。、◎。◎。●ｏＯＯＤ、①００。●ｏｏＯＯ､｡｡。｡｡。｡｡、、｡＠｡。｡◎◎｡。｡｡⑤｡｡ ｡｡｡｡｡｡

Ｉ在宅で

公平に

消費税

説余は

気軽にチャレンジe-Tax l1tIu谷区立尾山台中学校稲垣千尋

次の世代の繁栄を消費税とマイナンバー神奈川県小田原市井上靖

理解を深める問税会三重県伊賀市奥治子

一人一人の助け合い未来へつなぐ豊かな暮らし東京都板橘区田中寿樹

｡｡◎ロ。。｡｡、ｏＯＯＣｏ｡。｡。◎ｏＯｐｏ｡◎、。｡。。｡◎｡。ｏｏｏｏｏｃｏｏｏＱＯＤｏｏ。｡⑨ＯＤＯｏｏｏｏ０．，０。③０．．●、。｡◎。。｡◎｡◎｡｡。、。、｡｡｡◎、｡⑥｡

産可

佳 作

優秀

最優秀
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崖＝平成27年分所得税及び復興特別所得税の確定申告Ｑ&ｒ＝＝

'｜所得税及び復興特別所得税の確定申告とは

回所得税及び復興特別所得税の確定申告について教え
てください。

囚所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年１月
１日から12月３１日までの１年間に生じた全ての所得の

金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を

計算し、申告期限までに確定申告群を提出して、源泉

徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不
足を精算する手続です。

※日本国内に住所を有しているか、又は現在まで引

き続いて１年以上居所を有している方（居住者）の

うち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の

内外を問わず、その全ての所得について所得税及び

復興特別所得税を納める義務があります。

※平成25年分から平成49年までの各年分について

は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付す

ることとされています。

復興特別所得税は、平成25年分から平成１９年分ま

での各年分の基準所得税額に2.1％の税率を乗じて

計算します。

また、平成25年１月１日から平成１９年12月３１日ま

での間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収

の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。

｜確定申告が必要な方
園給与所得者のうち、どのような人が確定申告をしな

ければならないのでしょうか。

四給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得

税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は

不要です。

ただし、給与所得者でも確定申告をしなければなら

ない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税

及び復興特別所得税が還付される場合があります。

次の計算において残額があり、さらに①から⑥のい
ずれかに該当する方は、所得税及び復興特別所得税の

確定申告が必要です。

〔計算式〕

各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む）
から､所得控除を差し引いて､｢課税される所得金
額｣を求めます。

｢課税される所得金額｣に所得税の税率を乗じて、
｢所得税額｣を求めます。

｢所得税額｣から､配当控除額と年末調整の際に
控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別
控除額を差し引きます。

①給与の収入金額が2,000万円を超える

②給与をlか所から受けていて、かつ、その給与の
全部が源泉徴収の対･象となる場合において、各種の
所得金額（給与所得、退職所得を除く）の合計額が
２０万円を超える

③給与を２か所以上から受けていて、かつ、その給
与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年
末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所
得金額（給与所得、退職所得を除く）との合計額が
２０万円を超える

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除

の合計額（雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び

基礎控除を除く）を差し引いた残りの金額が150万

円以下で、さらに各種の所得金額（給与所得、退職

所得を除く）の合計額が20万円以下の方は、申告は

不要です。

④同族会社の役員やその親族の方などでその同族会

社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗．工場な

どの賃貸料、機械・器具の使用料･などの支払を受けた

⑤給与について、災害減免法により所得税及び復興特

別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた

⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方な

どで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別

所得税を源泉徴収されないこととなっている

鰯確定申告をすれば税金が戻る方
回所得税及び復興特別所得税の還付申告は、どのよう

な場合にできますか。

囚給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のよ

うな場合で、源泉徴収された税金が納め過ぎになって

いる場合には、還付を受けるための申告（還付申告）

により税金が還付されます。

①災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に

受けた損害などについて雑損控除を受ける場合

②病気やけがなどで支払った多額の医療饗について

医療費控除を受ける場合

③家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をし

て、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受け

る 場 合 な ど

※給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告

をする場合は、その他の各種の所得（退職所得を除

く｡）も申告が必要です。

※それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要

な添付書類等を事前にご確認ください。

※国税還付金の受取りは、口座振込をご利用ください。

口確定申告と納付の期限について

回所得罵税及び復興特別所得税の確定申告は、いつから

いつまでにすればよいのですか。また、納付の期限は

いつですか。

囚平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告
の相談及び申告書の受付は、平成28年２月１６日（火）
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から同年３月１５日（火）までです。還付申告は、平成

２８年２月１５日（月）以前でも行えます（税務署の閉庁
日（土．日曜・祝日等）は、税務署では相談及び申告
書の受付は行っておりません｡)。
ただし、一部の税務署では、２月２１日と２月28日に

限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を
行います。

※申告書は郵便や信書便による送,付、e-Tax（国税

電子申告・納税システム）による送,信又は税務署の

時間外収受箱への投函により提出することができま

す。詳しくは､国税庁ホームページで確認されるか、

税務署にお尋ねください。

また、確定申告による所得税及び復興特別所得税

の納期限は平成28年３月１５日（火）です。申告書の

提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税の

お知らせはありません。納付には便利な振替納税を

是非ご利用ください。

振替納税を利用

振替日（平成28年４月20日(水)）に指定の金融機関

の預貯金口座から自動的に引き落とされます。事前に

口座の残高をご確認ください。

＊振替納税をお申込みの場合は、「預貯金口座振替依

頼書兼納付書送付依頼書」を平成28年３月１５日（火）

までに提出してください。

＊振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合

に限り利用できます。

＊転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振

替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合

には､新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。

＊インターネット専用銀行等の一部金融機関及びイン

ターネット支店等の一部店舗では、振替納税が利用で

きませんので、ご利用の可否については取引先の金融

機関にご確認ください。

現金で納付

現金に納付拝を添えて、納期限（平成28年３月１５日

（火））までに金融機関（歳入代理店）又は所轄税務署

で納付してください。納付書をお持ちでない方は、税

務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納
付書を使用してください。

＊金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署に
ご連絡ください。

電子納税を利用

自宅やオフィス等からインターネット等を利用して

納付できます。

詳しくは、ｅ~Taxホームページ(www､e-tax､nta､gojp）
をご覧ください。

｜申告害を作成するときは
所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成に当

たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないよ
うご注意ください。

※還付申告の方も含め、申告される全ての方につい
て「復興特別所得税額｣柵の記載が必要となります。

「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」や
申告書用紙等は、国税庁ホームページからダウンロード

１０

できますのでご活用ください。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、画而の案内に従って金額等を入力すること
により、税額などが正しく計算され、計算誤りのない所
得税及び復興特別所得税、消斐税及び地方消費税の確定
申告書や青色申告決算書などを作成することができます
ので、是非ご利用ください。作成した確定申告書は、印

刷して所轄税務署に郵送等により提出してください。ま
た、「C-Tax（電子申告)」を利用して提出することもで

きます。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

鯛申告害の税務署への送付について

確定申告書は「‘信書」に該当しますので､｢郵便物」（第

一種郵便物）又は「信書便物」以外の荷物扱いで送付す

ることはできません。詳しくは、総務省ホームページを

ご覧ください。

また、申告書はお早めに提出いただくとともに、送付

により提出される場合には、必ず「郵便物」（第一種郵

‘便物)又は｢信書便物｣を利用されるようご留意願います。

※一般小包郵便物(ゆうパック)､冊子小包郵便物(ゆ

うメール)、簡易小包郵便物（ポスパケット）では、

信審を送付することができません。詳しくは、「１本

郵便株式会社ホームページをご覧ください。

園還付される税金がある場合の受取方法について
還付金の受取に振込みを希望する場合は、確定申告稗

の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関

名、預金の種類及び口座番号（ゆうちよ銀行の貯金口座

の場合は、記号番号のみ｡）を正確に番いてください。

なお、振込先の預貯金口座は申告者ご本人名義のもの

(氏名のみの口座）をご利用ください。

※一部のインターネット専用銀行については、還付

金の振込みができませんので、振込みの可否につい

ては、あらかじめご利用のインターネット専用銀行
にご確認ください。

【社会保障。 税番号制度の導入について］
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民

にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現する
ことを目的として、社会,保障・税番号制度（マイナ
ンバー制度）が導入されました。

平成27年10月から、個人番号（マイナンバー）・法
人番号が通知され、平成28年１月から順次利用が開
始されます。

税分野では、申告書や法定調譜など、税務署に提
出する税務関係蒋類に個人番号・法人番号を記載す
ることによって、税務行政の効率化及び納税者サー
ビスの向上などが期待されています。

国税に関する社会保障･税番号制度(法人番号を含む）
の最新情報

国税庁ホームページのトップページ

職I|灘鯉i蝋2】 をクリ ッ ク

－’P三ナ

http://www､nta・go､jp/mynumberinfo/index､htm

最新情報は､随時更新していきますので､お知らせ｜コーナーをご覧ください。
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-平成27年分 費消費税及び地方消費税の確定申告Ｑ＆Ａ

個人事業者の方の消費税及び
地方消費税の確定申告について

回平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告をす

る必要がある個人事業者は、どのような人ですか。

囚消費税の課税事業者に該当する個人事業者の方は、

平成27年分の消費税及び地方消謎税の確定申告が必要
です。

【平成27年分において課税事業者となる個人事業者の方】

①平成25年分の課税売上高が1,000万円を超える事
業者

②平成25年分の課税売上高が1,000万円以下の事業

者で、平成26年12月末までに「消費税課税事業者選

択届出書」を提出している事業者

③①、②に該当しない場合で、平成26年１月１日か

ら平成26年６月30日までの期間（特定期間）の課税

売上高が1,000万円を超える事業者

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課

税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によるこ

ともできます。

（注）事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収

入も、課税売上高に含まれます。

【申告に当たっての留意点】

・課税事業者となる方は、平成27年分(課税期間）の

課税売上高が1,000万円以下であっても、平成27年分

の消費税及び地方消費税の申告・納‘付が必要です６

・平成25年分の課税売上高が5,000万円以下で、平

成26年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出

書」を提出している課税事業者の方は、「消費税及

び地方消費税の確定申告答（簡易課税用)」を提出

してください。

これ以外の課税事業者の方は、「消費税及び地方

消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。

・消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期

間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明

細等を記載した書類(一般用については「付表2｣、簡

易課税用については｢付表5｣）を添付してください。

・還付税額のある申告書を提出される方は、「消礎

税の還付申告に関する明細書（個人事業者用)」を

添付してください。

・平成27年分の消費税及び地方消黄税の確定申告群

には個人番号（12桁）の記載は不要です。平成28年

１月１日以後開始する課税期間分の確定申告書の提

出の際には、個人番号（12桁）の記載及び申告され
るご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必

要となりますのでご注意ください。

■消費税の計算の仕方について
回消費税の計算はどのように行うのですか。

囚消費税は、課税売上げに係る消炎税額から、課税仕
入れ等に係る消費税額を控除して計算します。

(1)消費税（国税）の計算

①原則（一般課税）

・課税期間における課税売上げに係る消斐税額か

ら、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、納付
する消斐税額を計算します。

■＝ー字＝＝＝ーー画一二画■‐｡‐‐■｡｡｡一凸一一一画一■守=｡●‐｡ー一一ーｰー■ロロ＝写一宇‐凸■｡｡■画凸凸＝写一●字｡一色凸一ロロロ＝■＝●｡‐｡＝凸凸■画＝●■｡q

'(課税売卜高×63%)-(雲税仕入高(税込み)×|温)=消費税額
'－－－．－．．－－－凸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．－－－－－－．－－－-－－－－－－－－』

(注）「課税売上高」は、消斐税と地方消費税に相当す
る金額を除いた金額（税抜き）です。

・課税仕入れ等に係る消斐税額を控除するには、帳

簿及び請求書等の保存をする必要があります。

②簡易な計算方法（簡易課税制度）

・簡易課税制度とは、課税期間における課税売上げ

に係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入

れ率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る

消愛税額とみなして、納付する消費税額を計算する

制度です。

※基準期間における課税売上高が5,000万円以下の

方は、簡易課税制度を選択することができます。

※平成28年分から簡易課税制度を適用して申告する

方は、平成27年12月311｣までに、納税地の所轄税務

署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出す

る必要があります。

※簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した

場合を除き、２年間以上継続した後でなければ選択

をやめることはできません。

なお、選択をやめる場合には、やめようとする課

税期間の開始の日の前日までに、納税地の所轄税務

署長に「消斐税簡易課税制度選択不適用届出書」を

提出する必要があります。

・課税期間における課税売上げに係る消費税額に、

事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた

金額を課税仕入れ等に係る消斐税額とみなして、納

付する消凝税額を計算します。
i~…………~……~………~~~~~.~~~..~~….……一……．~~~．~~~~~~~~~.~~…－．１
i(課税売上高ｘ6.3％)－(課税売上高ｘ6.3％ｘみなし仕入率)＝消費税調
1..…_.…………_____…一_.__…_._……_…__．____.___…__一一___….……‘

○みなし仕入率

第１種事業（卸売業） ９０％

第２種事業（小売業） ８０％

第３種事業（製造業等）農林・漁業、建築業、
製造業など

70％

第４種事業（その他）飲食店業、金融業及び保
険業など

６０％

第５種事業（サービス業等）運輸・通信業、不
動産業、サービス業

５０％

(注）１２種類以上の事業を営んでいる場合は、原則と

して、課税売上高を事業の種類ごとに区分し、そ

れぞれの事業区分ごとの課税売上高に係る消費

税額にみなし仕入率を掛けて計算しますも

２平成27年４月１日以後に開始する課税期間

１１



(個人事業者については原則として平成28年分）
から、金融業及び保険業は第四種事業から第五

種事業（みなし仕入率６０％→50％)、不動産業

は第五種事業から新たに設けられた第六種事業
(みなし仕入率５０％→40％）に変わりました。

詳しくは、国税庁ホームページの「消茂税法

令の改正等のお知らせ（平成26年４月)」をご
覧ください。

(2)地方消費税の計算

i…一………~~…一一~~~~~…~~~~~~~~~~~~~~~………~~~.~~~…~…~…….~~~…ｉ

消費税額(63%）×器＝地方消費税額

リバースチャージ方式による申告が必要な場合について

・平成27年１０月１日以後、電子書籍．音楽．広告の配

信などの電気通信回線（インターネット等）を介して

行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と

位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる

国内取引に該当するか否かの判定基準（内外判定基準）

を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等

の所在地から、「役務の提供を受ける者の住所等」とす

る改正が行われました。これにより、国内に住所等を

有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」につ

いては、国内、国外いずれから提供を行っても課税対

象となります。

これに伴い、国外事業者が行う「事業者向け電気通

信利用役務の提供」については、当該役務の提供を受

けた国内事業者に申告納税義務を課す､いわゆるリバー

スチャージ方式が導入されました。

、国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者

から受けた｢事業者向け電気通信利用役務の提供｣を｢特

定課税仕入れ｣といい､この｢特定課税仕入れ｣がリバー

スチャージ方式による申告の対象となります。

「特定課税仕入れ」がある課税期間において、一般課

税により申告する場合で、課税売上割合が95％未満の

事業者は、リバースチャージ方式による申告が必要と
なります。

（注）一般課税で申告を行う事業者であっても課税売上

割合が９５％以上である課税期間や、簡易課税制度

が適用される課税期間については、当分の間、特
定課税仕入れはなかったものとされます。

i詳しくは、次のパンフレット等をご覧ください(国税庁ホー’
1ムページ(ｗｗｗ､ntagojp）に掲載しています｡)。

！．「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等１
１について(国内事業者の皆さまへ）（平成27年５月)」
Ｉ．「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等ｉ
ｉについて(国外事業者の皆さまへ）（平成27年５月)」

i・｢国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等’
１に関するＱ＆Ａ(平成27年５月）（平成27年９月改訂)」！
i___….…_…_…____…_…………_…____…._………__….____…__…_____…___…___________．

□確定申告と納付の期限について

回消費税及び地方消費税の申告は、いつまでにすれば

よいのですか。また、納付の期限はいつですか。

囚平成27年分の個人事業者の方の消費税及び地方消賛
税の確定申告は、平成28年３月31日（木）が申告・納

付の期限となっています。なお、振替日は、平成28年
４月25日（月）です。

※税務署などの申告相談会場は、特に所得税及び復

1２

興特別所得税の確定申告期限（平成28年３月１５日
（火））間近になりますと大変混雑し、長時間お待ち
いただくことがあります。申告書はできるだけご自

分で作成し、お早めに提出してください。
なお、申告書は郵便や信書便による送付で提出す

ることもできます。

※現金で納付される場合は、納期限までに現金に納

付書を添えて、お近くの金融機関（日本銀行歳入代

理店）又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納

付してください。

また、e-Taxを利用すれば自宅や事務所などからイン

ターネット等を利用して電子納税することができます６

その他、振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼

納付書送付依頼書」を提出していただくだけで、ご

指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行わ

れます。納税のために金融機関又は税務署に出向く

必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付

手続を済ませることができる、大変便利で確実な納

付方法ですので、ぜひご利用ください。

国税庁ホームページの
｢確定申告言等作成コーナー｣をご利用ください

「確定申告書等作成コーナー｣は､画面の案内に従って、

金額等を入力すれば税額などが自動計算され、消黄税及

び地方消費税の申告書や所得税及び復興特別所得税の申

告苫などを作成できる便利なシステムです。

また、作成したデータは、印刷して書面で提出できる

ほか、「e-Tax（国税電子申告・納税システム)」を利用

して送職信することができますので、申告書の作成には、

ぜひ、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

■任意の中間申告制度について

前年の確定消費税額(地方消黄税額を含まない年税額）

が48万円以下の方（中間申告義務のない方）であっても、

｢任意の中間申告群を提出する旨の届出書」を納税地の

所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出し

た日以後にその末日が最初に到来する６月中間申告対象

期間から、自主的に中間申告･納付することができます。

（注）「６月中間申告対象期間」とは、その課税期間開

始の日以後６か月の期間で、年１回の中間申告の対
象となる期間をいいます。

・税に関する情報は国税庁ホームページ

（ｗｗｗ.nta・go.』p)へ

．c-Taxに関する情報はe-Taxホームページ

（wwwe-tax・nta・go.jp/)へ

．e-Tax・確定申告書等作成コーナーの操作に関す

るお問い合わせはe-Tax・作成コーナーヘルプデ
スク(龍話番号0570-01-5901)へ

．ＧざTax・作成コーナーヘルプデスクは月曜日から金曜

日（祝日等及び'２月29日～１月３日を除く｡）の９時か

ら17時までご利用いただけます（ご利用可能時間に

ついては、今後変更する場合もありますので事前
にe-Taxホームページでご確認ください｡)。

伊南鼎

使南
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Ｉ 税を考える週間 ：
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Ⅱ未来をみつめる感謝のつどい」

ソプラノ歌手村｣上彩子講演会
東京国税局間税会連合会佐原間税会

名誉会長竹林克夫

逢いを通じて沢山の幸せを感じられることに深く感謝し

ております｡』とこのような内容をより鮮明に語り、ピ

アノ演奏と共に歌い、語るも涙、聴くも涙、涙の120分、

「皆一同に勇気と希望を頂戴しました」と感想を述べて

くださり喜び合いました。

佐原間税会の更なる活動の礎が出来嬉しく思っている

次第です。東京・神奈川・千葉・茨城からの関係各位の

ご参加深く感謝いたしております。

ありがとうございました。

当会は、東京国税局問税会連合会のモデル会に指定さ

れており、何かひとつ事業をしなければということで、

日頃「税の標語」でお世話になっている署管内中学生の

皆様に恩返しをしましょうということから、この企画が

始まりました。過去にある会で、村上彩子様に講演をお

願いしたことのある私は、是非とも現在の中学生に又両

親の皆様に聴いてもらいたいと提言し、理事会の承認を

いただきました。

村上さんは､『東京芸術大学５回目の受験に失敗し「死

にたい」と思いました。そんな時、テレビで見た長野県

の戦没画学生慰霊美術館「無言館」が脳裏に浮かび､「あ

そこに行けと言われた気がして」訪れました。戦争で無

念に散った画学生の作品を見て目が覚めました。「死ん

だらいかん」一念発起し、７度目の受験で見事に東京芸

術大学に合格、以来、平和の尊さ、命の大切さを伝え、

どんな時でも人は生きることが大切で、一生懸命やって

いるといつか「これだ」という|瞬間がきます。人との出

『

留萌間税会（北海道）

＆－

。､瀦寅漠活かすみんなの興洩会

未来を見つめる感謝の＄興し１
１ ス 貢 ソ プ ラ ノ 率 村 卜 彊 二 宝 伍 佐 厘 睡 霊
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を考える週間税

毎年11月１１日から１７日までの「税を考える週間」は、国民各層に、税の仕組みや目的などについて考
えていただき、国の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、税務行政に対する理解及

び納税道義の高揚を図ることを目的として、集中した広報活動を実施する週間です。
間税会におきましても、国民の皆様に税を知り、税について考えていただくためのいろいろの行事を

各地で実施しました。

『、

lIl

１１月１２１．１、留萌産業会

館において関係者、一般

市民参加のもと「税を考

える週間」推進委員会主

催による「税務署長講演

会と税金クイズ」が行わ

れました。

IＩＩＩＩｌ

１０月24Fl(土)、世

界のトップ選手が集

結する自転車ロード

レース「2015ツール・

ド・フランスさいた

まクリテリウムlが、

’Ⅲ

「
３

１
１

浦和間税会（関東信越）

講演会では留萌税務署長が「高齢化社会と税」をテー

マに講演し、また、税金クイズでは３択問題20題が出題

され成絞上位５人に記念品が贈られました。これらの行

事を通じて税の役割等への理解を深めていただく機会と

なりました。

－署長講演会と税金クイズー－世界自転車ロードレースー

さいたま市で開催されました。

これに因んで、浦和駅西口広場では、浦和間税会、法

人会、商工会議所、ロータリークラブなどがテントブー

スを開設。浦和問税会ではイータ君とともに､風船配り、

｢国の財政と消費税の役割」「会報」をセットした「世界

の消費税図柄刷込クリアファイル」1,000部を配布、来

場した市民の皆様に間税会の広報活動を行いました。

R動痘〃

iＭ

一

一一一一一一

垂二三＝室~ー==二一一

□

ン



した。

また、これらの.作品をＪＲ東日本新白河駅構内に「税

を考える週間」の期間、掲示をお願いし、通勤・通学・

旅行者の方々に、児童･生徒の力作を披露いたしました。

白河地方において、間税会につきましてはまだまだ会

活動等周知されていないのが現状ですので、今後とも間

税会の会活動を活発に実施して、その活動状況を少しで

も多く地域の皆様方に周知・理解していただき、結果的

に会員の増強に結びつけて参りたいと考えております。

玄田教授からは、東ロ本大麓災で甚大な津波被災を受

けた釜石市の実例をもとに、過去数度にわたる津波の塵

来に負けずに、不死鳥のように立ち直った人々の気持ち

の持ちようを説明され、約180名の聴衆に深い感銘を与

えた内容でした。

1１１
１
１ 仙台南間税会（仙台）

｢かんちゃん・しょうちゃん」の塗り絵一

Ⅲ

を

詔暫～声冨・念冒冨圏回空医ご垂1輯言－２１

１１月22日、東日本大震

災以降、地元町民の元気

を呼ぶ「第５回ふれあい

産業祭」に、今年も出店

し、税金クイズ、１億円

レプリカの展示、クリア

ファイルの配布など、来

陰

,lIl

ていただき、その報道が会活

動を周知させるために、最も効果があるのではないかと

考え、「税の標語」の表彰伝達（全間連「入選作品｣）を

取材依頼し、福島県の地方紙ではありますが、福島民報

新聞社・福島民友新聞社にそれぞれ掲載していただきま

ロ
場者に人気のコーナーを開設しまし

た。

今年は､「かんちゃん･しようちやん」

塗り絵の配布も行ったところ、小さい

子供たちにも好評であり、父兄への消

費税ＰＲの効果も期待されました。

仏歌心

急…

毒棲

盛岡間税会（仙台）

－不死鳥のように－

１１月１１日メトロポリ

タン盛岡で、「日本の財

政・再入門十α」を主題

に仙台｢il税局長と玄旧有

史東大教授の講演会を開

催しました。

局長講演は、財政上の

問題点について、パワー

説明いただきました。

玄田教授からは、東、

弘前地区間税会（仙台）

、、哩遮AofJP人JZfD園Fﾓ堂【鋸tlWf魂公Ｉ
剛
牡

IIl

－弘前カルチャーロードー

lIl栗原間税会（仙台） 一一

に可

一租税教室に一役一

１０月９日管内２５

校（全小・中・高校

約1700名）の租税教室

用として「世界の消蜜

税」クリアファイルを

所轄署長あて贈呈しま

した。

当会では、平成の初

律奇

パワーポイントも活用して、
PR

具体的に

'1１

ｌＩｌ

めから租税教室への支援活動を最重点啓発運動と位憧づ

け、開催校の広がりも含めて受講生徒に対する間脱会

グッズ（名入り鉛筆等）配布支援を続けてきました。

平成13年からは、間税会特製ファイルの配布を中心に

据えて、租税教室の管内全校開催に向けての、講師の育

成、未開催校への個別案内・要請に力を入れてきたとこ

ろ、本年度、管内全小中高校での開催・配布を達成した

ものです。

１４

－酒田市教育長への贈呈－

１１月131二｜管内８中学校及び学校職員向けとして､｢世

界の消費税」クリアファイル1.300部を、酒田市教育長

に贈呈し、中学２年生を対象とした租税教育の資料とし
ての活用を依頼した。

lIl

白河間税会（仙台）

ｑ
伽
閥
の
腺
踊
で
令
剛
入
試 Ⅱ

９月2011（日）、弘前

カルチャーロード（会

場:弘前市土手町）にて、

来場者に「世界151カ国

消蛮税クリアファイル」

300部を配布して、脱と

C-TaxのＰＲ広報活動を

行いました。

当日は天候にも恵まれ、当日は天候にも恵まれ、会員の皆様のほか弘前税務署

からも署長をはじめ６名の方々とe-Taxのキャラクター

｢イータ君」にもご協力をいただきました。

「イータ君」の周りには子供連れの来場者がたくさん

集まり会場の人気者となっておりました。

ー

11「

酒田飽海地区間税会（仙台）

!'「
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－報道機関を通じて－

和ｌＥＦ屯ＴＬ６鈴Ｂｐ４ｃＮｌＮｎ魁

「税を考える週間」にあた

り、特に、間税会の「会活動

の周知」及び「会員募集」を

目的として、鼓も効果的な実

施行事は何かと検討した結

果、最終的に期間中における

会活動を報道機関に取材し

ていただき、その報1首が今漏

福島涙s友

提
奉
さ
々
ら
に
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妖






